
- 1 - 

船舶事故調査報告書 
 

 

   船 種 船 名 貨物船 ORIENTAL VEGA 

   ＩＭＯ番号 ９３１６９９５ 

   総 ト ン 数 ９,８６５トン 

 

   事 故 種 類 乗揚 

   発 生 日 時 平成２０年１１月６日 １８時０９分ごろ 

   発 生 場 所 広島県福山港南方沖 

          鴻石灯標から真方位０１９°１１０ｍ付近 

          （概位 北緯３４°２２.０′ 東経１３３°２５.６′） 

 

 

                       平成２２年５月１３日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  山 本 哲 也 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

 貨物船ORIENTAL
オ リ エ ン タ ル

 VEGA
ベ ガ

は、船長ほか１７人が乗り組み、広島県福山港港外を来島海

峡に向けて南西進中、平成２０年１１月６日１８時０９分ごろ 鴻
こうの

石
いし

灯標付近の浅所

に乗り揚げた。 

 同船には、船首船底に凹損及び擦過傷が生じたが、死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２０年１１月７日、本事故の調査を担当する主管調査官

（広島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 
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 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２０年１１月９日、１０日 現場調査及び口述聴取 

  平成２１年９月２９日 口述聴取 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 2.1.1 船舶自動識別装置の情報記録による運航状況 

  海上保安庁備讃瀬戸海上交通センターが受信したORIENTAL VEGA（以下「本船」

という。）の船舶自動識別装置∗1（以下「ＡＩＳ」という。）の情報記録（以下 

「ＡＩＳ記録」という。）による平成２０年１１月６日１７時２８分１２秒～１８

時０９分３９秒の間における本船の船位、対地針路、船首方位及び速力は、次表の

とおりであった。 

ＡＩＳ記録 

時 刻 

（時分秒） 

船   位 
対地針路 

（度） 

船首方位 

（度） 

対地速度 

(ノット) 
北 緯 

（度分秒） 

東 経 

（度分秒） 

17:28:12 34-26-52.7 133-26-43.5 102.6 189  0.2 

17:40:07 34-26-34.6 133-26-49.5 174.7 173  5.3 

17:45:08 34-25-59.8 133-26-50.1 180.2 179  8.7 

17:50:07 34-25-11.0 133-26-49.1 181.5 180 10.4 

17:55:08 34-24-17.3 133-26-47.6 181.1 180 10.9 

18:00:28 34-23-18.5 133-26-45.7 180.2 182 11.0 

18:02:28 34-22-59.0 133-26-37.2 219.2 220 10.5 

18:08:07 34-22-09.5 133-25-47.1 219.0 220 12.1 

18:08:17 34-22-08.0 133-25-45.6 219.0 222 12.1 

18:08:28 34-22-06.3 133-25-43.8 222.1 224 12.1 

                         
∗1
  「船舶自動識別装置（AIS:Automatic Identification system）」とは、船舶の識別符号、種類、

船名、船位、針路、速力、目的地、航行状態に関する情報を各船が自動的に送受信し、船舶相互間

及び陸上局の航行援助施設等との間で情報を交換することができる装置をいう。 
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18:08:37 34-22-05.1 133-25-42.5 225.0 224 12.1 

18:08:47 34-22-03.6 133-25-40.6 222.9 224 12.1 

18:08:57 34-22-02.1 133-25-39.0 222.5 225 11.9 

18:09:07 34-22-01.1 133-25-38.0 214.5 226  3.7 

18:09:18 34-22-00.9 133-25-38.0 155.7 229  0.7 

18:09:28 34-22-00.9 133-25-38.1 146.9 230  0.2 

18:09:39 34-22-00.9 133-25-38.1 150.9 230  0.0 

 

 2.1.2 乗組員の口述による運航の経過 

  本事故が発生するまでの経過は、船長及び本事故時に船橋当直をしていた操舵手

（以下「操舵手Ａ」という。）の口述によれば、次のとおりであった。 

  本船は、船長ほか１７人が乗り組み、鉄鋼スラグ（Iron Slag、アイアンスラ

グ）∗2１５,９７２トンを積載し、平成２０年１１月６日１７時２８分ごろ福山港

を出港して大韓民国仁川
インチョン

港に向かった。 

  船長は、出港時から操船の指揮をとり、鴻石灯標の北方を通過して来島海峡東口

に向かうことにし、来島海峡を通過するまで引き続き操船の指揮をとることとして

いた。 

  本船は、船橋当直を、１２時－１６時が二等航海士、１６時－２０時が一等航海

士、２０時－２４時が三等航海士とし、それぞれに操舵手をつけた４時間交替の２

人当直制としていた。出港時は、船長が操船の指揮をとり、三等航海士が船長を補

佐し、操舵手Ａが手動操舵についていた。 

  船長は、福山港の掘り下げられた水路（以下「掘下げ水路」という。）を南進中、

福山港第１号灯標（以下、福山港を冠する灯標及び灯浮標名については、これを省

略する。）に並ぶ少し手前で、出港作業を終えて昇橋してきた一等航海士が、荷役

等のために約２６時間も睡眠がとれていない旨の苦情を言ったので、２０時まで船

橋当直予定の一等航海士に対して休息するように指示した。 

  船長は、１８時００分ごろ、第１号灯標に並んだとき、三等航海士から掘下げ水

路を通過後の針路が約２２１°（真方位、以下同じ。）との報告を受け、海図で同

針路を確認することなく、安全に航行できると思い、操舵手Ａに針路２２１°を指

示した。 

  船長は、三等航海士に対して降橋して休息するように伝えると、三等航海士はす

                         
∗2  「鉄鋼スラグ（Iron Slag、アイアンスラグ）」とは、鉄の製造過程で生じる副産物をいい、高炉

スラグと製鋼スラグがあり、セメント原料やアスファルト混合物用骨材などに用いられる。 
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ぐに降橋し、続いて一等航海士も降橋した。 

  船長は、針路約２２１°で航行を続け、海上保安庁来島海峡海上交通センターに

対し、ＶＨＦで、福山港出港時刻、来島海峡航路入航予定時刻及びコールサインを

通報した。 

  船長は、操舵スタンドとレーダーの間に立って操船を指揮していたとき、デッキ

クレーンの少し左舷側に鴻石灯標の灯光を認め、同灯標との通過距離を広げるつも

りで針路２２５°を指示した。このとき、船長は、鴻石灯標がレーダーに点のよう

に小さく映っていたため、レーダーによる監視は行わず、同灯標の灯光を近距離に

あるとは感じていなかったので、その方位及び距離を確認しなかった。 

  船長は、針路を約２２５°に転じたのち、鴻石灯標との通過距離を更に広げるた

め、針路を２３０°に転じるよう指示し、その２０～３０秒後、操舵スタンドと 

レーダーの間で立って、左後方の海図台の方向を向いていたところ、船体にショッ

クを感じた。船体へのショックは大きなものではなく、船長及び操舵手Ａは転倒し

なかった。 

  船長は、急いで右舵一杯を指示するとともに、機関を全速力後進としたが、船体

が動かなかったので、海上保安庁に事故を通報した。 

 

 本事故の発生日時は、平成２０年１１月６日１８時０９分ごろで、発生場所は、鴻

石灯標から０１９°１１０ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図、付図２ 推定航行経路拡大図、付図３ 船橋配置概略図 

 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶等の損傷に関する情報 

 船長の口述によれば、船首船底外板に凹損及び擦過傷を生じたが、破口又はき
．
裂は

生じなかった。１１月９日１８時１２分ごろ、船舶管理会社の手配により来援した作

業船により離礁した。 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状等 

    船長 男性 ５３歳 

     フィリピン共和国発給の船長免状 

      免 状 交 付 年 月 日 ２００５年７月２７日 
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      免状有効期間満了日 ２０１０年７月２６日 

    操舵手Ａ 男性 ３８歳 

  (2) 主な乗船履歴等 

   船長 

    船長の口述によれば、次のとおりであった。 

   ① 主な乗船履歴 

     １９７５年に船員となり、外航船に乗船した後、１９８９年に初めて船長

職についた。本船には、２００８年４月２１日に乗船して船長職につき、主

に日本をはじめ大韓民国や中華人民共和国の各港間を運航していた。 

     福山港には、本船で２回入港したことがあり、鴻石灯標付近に浅所が存在

していることは知っていた。 

   ② 健康状態 

     糖尿病のため薬を服用しているが、健康状況は良好で、アルコールは摂取

していなかった。 

   操舵手Ａ 

    操舵手Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

   ① 主な乗船履歴 

     ２３歳で船員となり、日本には、１９９７年に京浜港横浜区、名古屋港、

関門港門司区に入港したことがあった。１９９８年からオーストラリア連邦、

東アジア及び南アフリカ共和国間を運航する外航船に乗船しており、本船に

は、２００８年８月１２日に大韓民国釜山で乗船していた。 

     福山港には、本船で２回入港したことがあり、いずれも入港時に操舵につ

いていた。 

   ② 健康状態 

     健康状況は良好で、アルコールは摂取していなかった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

  ＩＭＯ番号  ９３１６９９５ 

  船 籍 港  パナマ（パナマ共和国） 

  船舶所有者  DSS MARITIME S.A（パナマ共和国） 

  船舶管理会社  B&S ENTERPRISE CO.LTD（日本） 

  総 ト ン 数  ９,８６５トン 

  Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  １３４.９３ｍ×２３.００ｍ×１１.５０ｍ 

  船    質  鋼 
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  機    関  ディーゼル機関１基 

  出    力  ４,３００kＷ（連続最大） 

  推 進 器  ４翼固定ピッチプロペラ１個 

  進水年月日  ２００７年５月３０日 

  乗 組 員 数  １８人（全員がフィリピン共和国籍） 

 

 2.5.2 積載状況 

  船長の口述によれば、鉄鋼スラグ１５,９７２トンを積載し、喫水は、船首約  

８.３ｍ、船尾約８.６ｍであった。 

 

 2.5.3 船舶に関するその他の情報 

  本船は、船尾船橋型の貨物船で、船橋中央部に操舵スタンドがあり、右舷側にエ

ンジンテレグラフ、左舷側にレーダー２基、前面窓際右舷側にＡＩＳ、左舷側後部

にある海図台横の棚上にはＧＰＳ受信機２台があった。また、甲板上には、船橋前

面から約６６ｍと約３２ｍの前方の位置にデッキクレーンがそれぞれ設置され、支

柱の直径は２基とも約３.３ｍで、船橋前面中央部の位置から、左右に約３°の範

囲で、支柱により船首方に見張りの障害となる死角が生じていた。 

  船長の口述によれば、事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はな 

かった。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

 2.6.1 気象観測値及び潮汐 

   (1) 気象観測値 

     事故発生場所の西北西方約１８.８㎞に位置する福山特別地域気象観測所

による事故当時の観測値は、天気は雨、風速１.５m/sの北風が吹き、視程は

６.０２kmであった。 

   (2) 潮汐 

     海上保安庁発行の潮汐表、広島湾及び安芸灘潮流図によれば、事故発生場

所付近における事故当時の潮汐は、下げ潮の初期で、潮流は、弱い東流で 

あった。 

 

 2.6.2 乗組員の観測 

  船長の口述によれば、事故当時の気象は、天気は小雨で、北西の風、風力４で、

視程は約２.０海里（Ｍ）であり、波はほとんどなかった。 
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２.７ 事故水域等に関する情報 

 海上保安庁刊行の海図Ｗ１１３７によれば、福山港には、港内から南側港界線に至

る幅約３５０ｍ、南北約５Ｍの水深約１６ｍに掘下げ水路があり、水路の両端（東

西）には、可航幅を示す第５号灯浮標及び第６号灯浮標、第３号灯標及び第４号灯標、

第１号灯標及び第２号灯標がそれぞれ一対となって、南北約１Ｍの等間隔に設置され

ている。 

 また、鴻石灯標は、灯質が群閃白光の毎５秒に２閃光、灯高１４ｍ及び光達距離８

Ｍの孤立障害標識で、その付近には浅所（底質岩）が拡延しており、１０ｍ等深線が、

同灯標から約０２０°方向へ最大約１５０ｍ舌状に延びている。 

 第１号灯標及び第２号灯標の中間からの鴻石灯標の位置は、方位約２１６.５°、

距離約１.６Ｍである。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１から、本船の動静については、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) 平成２０年１１月６日１７時２８分ごろ福山港を発し、堀下げ水路を針路

約１８０°速力約１１.０knで南進した。 

   (2) １８時００分ごろ、鴻石灯標から０３５°１.６８Ｍ付近の第１号灯標及

び第２号灯標の中間付近を通過したとき、右転を開始した。 

   (3) １８時０２分ごろ、鴻石灯標から０３９°１.３５Ｍ付近において、対地

針路約２１９°、船首方位約２２０°、速力約１０.５knとなり、以後同じ

針路で航行を続けた。 

   (4) １８時０８分ごろ、鴻石灯標から０３８°５００ｍ付近において、右転を

開始した。 

   (5) １８時０８分２８秒ごろ、鴻石灯標から０３７°３８０ｍ付近において、

対地針路約２２２°、船首方位約２２４°、速力約１２.１knとなり、同針

路で航行を続けた。 

   (6) １８時０８分４７秒ごろ、鴻石灯標から０３３°２６０ｍ付近において、

対地針路約２２２°、船首方位約２２４°、速力約１２.１knとなり、右転

を開始した。 

   (7) １８時０９分ごろ、鴻石灯標から０２８°１６０ｍ付近において、対地針

路約２１４°、船首方位約２２６°、速力約３.７knとなり、速力が急速に
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低下し始め、浅所に乗り揚げた。 

 

 3.1.2 乗揚の状況 

   (1) 乗揚時刻 

     2.1.1及び3.1.1(7)から、本船は、１８時０９分ごろから速力が急速に低

下し始め、その後、船位に変化がなくなったことから、乗揚時刻は、１８時

０９分ごろであったものと考えられる。 

   (2) 乗揚場所 

     2.1.1から、本船の乗揚場所は、鴻石灯標から０１９°１１０ｍ付近で  

あったものと考えられる。 

 

３.２ 事故の要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 乗組員 

     ２.４(1)から、船長は、適法で有効な海技免状を有していた。 

   (2) 船舶 

     2.5.3から、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかったものと考

えられる。 

 

 3.2.2 気象及び海象の状況 

  ２.６から、事故発生時の気象及び海象は、天気は小雨で、風向は北、風力１、

視界は良好、潮汐は下げ潮の初期で、潮流は弱い東流であったものと考えられる。 

 

 3.2.3 操船等に関する解析 

  2.1.2及び２.４(2)から、次のとおりであった。 

   (1) 鴻石灯標付近の浅所の確認状況 

     船長は、福山港には本船で２回入港したことがあり、鴻石灯標付近に浅所

が存在していることを知っていたものの、同浅所の拡延状況を海図により確

認していなかったものと考えられる。 

   (2) 鴻石灯標付近の浅所との通過距離等の確認 

    ① 船長は、三等航海士から掘下げ水路を通過後の針路が約２２１°との報

告を受け、同針路で安全に航行できると思い込み、針路を約２２１°に定

めた際、鴻石灯標付近の浅所との通過距離を確認しなかったので、同浅所

に向けて航行していることに気付かなかったものと考えられる。 

    ② 船長は、鴻石灯標の灯光を左舷船首方に視認し、鴻石灯標との通過距離
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を広げるつもりで針路２２５°を指示した際、同灯標が近距離にあるとは

感じていなかったため、鴻石灯標の方位及び距離を確認しなかったものと

考えられる。 

   (3) 鴻石灯標の視認状況 

     船長は、鴻石灯標が船橋の前方に設置された２基のデッキクレーンの死角

に入っていたことから、同灯標の灯光を視認するのが遅れた可能性があると

考えられる。 

   (4) 転針後の状況 

     船長は、針路を約２２５°及び約２３０°と２度右転したので、同灯標付

近を無難に通過することができるものと判断した可能性があると考えられる。 

 

 3.2.4 事故発生に関する解析 

  ２.１、3.1.1及び3.2.3から、次のとおりであった。 

   (1) 船長は、三等航海士から掘下げ水路を通過後の針路が約２２１°との報告

を受け、同針路で安全に航行できると思い込み、鴻石灯標付近の浅所との通

過距離を確認しなかったので、本船が同浅所に向けて航行していることに気

付かなかったものと考えられる。 

   (2) 船長は、鴻石灯標付近に浅所が存在していることを知っていたが、海図で

同浅所の拡延状況を確認していなかったものと考えられる。 

   (3) 船長は、鴻石灯標が船橋の前方に設置された２基のデッキクレーンの死角

に入っていたことから、同灯標の灯光を視認するのが遅れた可能性があると

考えられる。 

   (4) 鴻石灯標の灯光がデッキクレーンの死角となって船長による視認が遅れた

ことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 

 
 

４ 原 因 
 

 本事故は、夜間、本船が福山港外を南西進中、船長が、定針した針路で安全に航行

できると思い込んで鴻石灯標付近の浅所との通過距離を確認しなかったため、鴻石灯

標付近の浅所に向けて航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えら

れる。 

 船長が、定針した針路で安全に航行できると思い込んで鴻石灯標付近の浅所との通

過距離を確認しなかったのは、三等航海士から掘下げ水路を通過後の針路が約   

２２１°との報告を受けたことによるものと考えられる。 
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 船長は、鴻石灯標付近に浅所が存在していることを知っていたものの、海図で同浅

所の拡延状況を確認していなかったものと考えられる。 

 鴻石灯標の灯光がデッキクレーンの死角となって船長による視認が遅れたことは、

本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 
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乗揚場所 

香川県 

愛媛県 

広島県 

岡山県 

福山港 

付図１ 推定航行経路図 

18 時 00 分 28 秒 

走 島

鴻石灯標

福山港

18 時 08 分 07 秒 

18 時 08 分 28 秒 

18 時 00 分 28 秒 

18 時 09 分 07 秒

17 時 50 分 07 秒 

17 時 55 分 08 秒 

17 時 45 分 08 秒 

17 時 40 分 07 秒 

17 時 28 分 12 秒

18 時 02 分 28 秒 

付図２ 推定航行経路拡大図 

 

18 時 08 分 47 秒

掘下げ水路 
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付図２ 推定航行経路拡大図 

18 時 08 分 07 秒（船首方位 220°） 

18 時 08 分 28 秒（船首方位 224°） 

鴻石灯標 

18 時 02 分 28 秒 

18 時 00 分 28 秒 

18 時 09 分 07 秒（船首方位 226°） 

福山港 

18 時 08 分 47 秒（船首方位 224°） 

本船 

掘下げ水路

南   側   港   界   線 

第２号灯標 第１号灯標 



- 13 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図３ 船橋配置概略図 

船橋中央からの前方見通し状況

 

ＡＩＳ №２レーダー 
（休止中） 

№１レーダー 
（使用中） 

船長 操舵手 

ＧＰＳ 
海図台 

ｴﾝｼﾞﾝﾃﾚｸﾞﾗﾌ 

デッキクレーン 




